
可児市兼山字九郎七１１１４番９

戸建住宅地

旧市街地を周囲に配
する、小規模に開発
された住宅団地

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 80 50 戸建住宅地

-

（都）(70,200)
土砂災害警戒区域

人口は微減、高齢化率は緩やかながら上昇。取引件数は増加傾向
にあり、取引価格は上昇、横這い、下落する地区が混在している。

需要が減退傾向にある既成住宅地域であり、人口減少、高齢化率
上昇に伴い衰退しつつある。

個別的要因に変動はない。

賃貸市場が未成熟な近隣地域及び同一需給圏内の類似地域においては、仮に土地の取得を前提とした場合には経済合理性の
観点から賃貸住宅経営は成り立たない。よって収益還元法は評価手法としての有効性が見出せないため非適用とした。本件
では地域的・価格的牽連性を有する取引事例より試算した比準価格を妥当と判断して採用し、さらに公示価格からの検討も
踏まえ、上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

可児市兼山地区に所在する既成住宅地域であり概ね現状維持にて推移と予測。人口減少、高齢化が進行し生活様式が変化し
ていく中で選好性の減退に歯止めはかからず地価は依然下落傾向にて推移と予測。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 14,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

13,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

八百津 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-16.0

0.0

0.0

+34.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

明智駅北東
4.4km

明智
4.4km

(8)

南東6m市道

（都）
(70,200)

（その他）　　　　
土砂災害警戒区域

昭和５０年代前半に造成さ
れた小規模住宅団地

基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

160

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

13,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

15,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.4％ ％

113.7 ］

99.3［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 25日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

2,210,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 13,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は可児市の飛び地である可児市兼山地内住宅地域に加えて価格的な牽連性を有する八百津町及び御嵩町内住宅地
域を含む圏域。主たる需要者は地縁性を有する個人・法人が中心となる。可児市兼山地区に所在する既成住宅地域として概
ね現状維持しつつ推移しているが人口減少や高齢化に加え需要者層の生活様式の変化に基づく選好性の低下に起因して需給
は弱含み、地価も下落が続いている。需要中心価格は土地坪当たり４～５万円程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定評価エリアオフィス

荒山　徳統



可児市大森字奥山１５０１番２７２５外

戸建住宅地

農地の中に農家住宅
のほか工場等も見ら
れる地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北105 130 60 130 戸建住宅地

-

（都）(60,160)

全市人口は６年連続のマイナスで直近１年は０．５％減。高齢化
率は年０．３ポイント程度の上昇ペースで３０％が目前に迫る。

外形は静態的に推移し、地域熟成は停滞。住民の高齢化が進み、
圏内住宅地域での競争力は低下が続く。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、同一需給圏の住宅地域から４事例を採用し、代替競争関係の濃淡に応じた査定の吟味で市場実態が投影
された価格が得られたと判断する。収益還元法は適用していないが、当該地域の賃貸住宅市場については、旧来地主の供給
物件が多く、土地の元本コスト、資産リスクが反映されにくい賃料形成の定着を把握している。以上により、取引事例比較
法の試算結果について地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

画地規模、建物仕様の多様性が認められるが、標準的使用は２階建住宅敷地の継続を見込む。自然的条件を含む地域特性が
典型的需要の中心からそれるため、地価は下方調整の局面が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 15,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

15,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.8

+7.9

+69.0

-15.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

根本駅北
1.9km

根本
1.9km

(8)

北東4m市道

（都）
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位北、４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

325

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

15,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.3％ ％

162.4 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 26日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

5,010,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 15,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、木曽川左岸の可児市域及び多治見市の隣接地域と判定する。典型的な需要は子育て世帯の戸建用地取得。市
場の中心は丘陵の団地群から平坦地のミニ開発に移っているが、旧集落の特性が残るエリアの訴求力は弱い。対象近隣地域
及び周辺の中心価格帯は、土地４００万～７００万円、新築住宅付きが２０００万～２５００万円である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市今渡字松葉１９４６番９

低層住宅地

中小規模の一般住宅
が建ち並ぶ利便性の
よい住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 20 100 50 戸建住宅地

-

（都）１住居(60,200)

全市人口は６年連続のマイナスで減少基調が固まりつつある。前
世紀の団地群で減少幅が目立つが、新興エリアの増勢もペースダ
ウン。

主力のミニ分譲は一服。コスト増、人手不足に伴う供給サイド起
因説の一方、需要先細り懸念の顕在化を指摘する見立てもある。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、住宅需要層の類似性が強い今渡・土田地区の５事例によって試算し、市場実態の具現性が高い価格が得
られたと判断する。収益還元法は適用していないが、当該圏域の賃貸住宅は旧来地主の供給が多く、土地の元本コスト、資
産運用利回りに寛裕な賃料形成の定着を把捉している。以上により、取引事例比較法の試算結果について、指定基準地及び
地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

平家・２階建の住宅敷地を標準的使用とする特性の継続を見込む。下げ止まりから小幅上昇に転じた地価に反動はなく、堅
調な推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 40,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

40,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+2.7

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

日本ライン今渡駅南西
750m

日本ライン今渡
750m

(8)

北5m道路

（都）１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、５ｍ
道路

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

171

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

40,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

48,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.5％ ％

118.4 ］

100.3［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

40,900

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-4.3

-8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

88.0 ］

101.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 26日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

6,990,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 40,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

33,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は木曽川左岸の可児市域であり、住宅市場は今渡・広見など圏域北部の７地区で一体性が強い。需要の中心は２
０代から４０代の子育て世帯で、自動車通勤の共働きが標準的である。土地・建物一体取引が主流で、価格は総額と建物価
格が重視される。対象近隣地域及び周辺の中心価格帯は、土地が６００万～１０００万円、新築建売は２３００万～２８０
０万円である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市川合字西野２７９３番１７８

戸建住宅地

一般住宅が建ち並ぶ
小規模な分譲住宅団
地

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北90 70 50 150 戸建住宅地

-

（都）１住居(60,200)

人口は微減、高齢化率は緩やかながら上昇。取引件数は増加傾向
にあり、取引価格は上昇、横這い、下落する地区が混在している。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

周辺の住宅地域には賃貸物件も散見されるが、本件では近隣地域の地域的特性及び対象基準地の画地上の制約から評価手法
としての現実的妥当性が乏しいと判断した収益還元法は適用しなかった。自用目的の取引が中心的であり信頼性を有する取
引事例を収集できたことから市場性を反映した比準価格を妥当と判断して採用し、さらに指定基準地からの検討を踏まえて
鑑定評価額を上記の如く決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

熟成した戸建住宅地域であり現状維持にて推移と予測。市内住宅地域間比較において居住利便性は概ね標準的であるが良好
な居住快適性に基づく需要は堅調で需給は概ね均衡状態、地価は横這いにて推移と予測。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 33,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.1

+9.8

0.0

0.0

+7.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

日本ライン今渡駅北東
1.7km

日本ライン今渡
1.7km

(8)

南東6m市道

（都）１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

201

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

38,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

117.6 ］

100.2［ ］ 104.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

+4.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

34,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+4.9

0.0

0.0

+7.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

110.0 ］

101.1［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 25日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

6,810,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

26,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は今渡北小学校校区内住宅地域を中心に市内の価格的な牽連性を有する住宅地域を含む圏域。主たる需要者は地
縁性を有する個人・法人のほか転入を希望する一次取得者層を含む。居住環境が良好な熟成した住宅地域であることから堅
調な需要に支えられた需給は概ね均衡状態にあり地価は横這い傾向にて推移するものと予測する。需要の中心となる価格帯
は、土地は７００万円程度、標準的な新築戸建で総額３３００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定評価エリアオフィス

荒山　徳統



可児市土田字宿２２１５番１７

低層住宅地

一般住宅のほか、農
地も残る住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 100 70 20 低層住宅地

-

(都)１住居(60,180)

市内人口は近年微減傾向で推移しており、郊外丘陵地の開発時期
の古い住宅団地内の高齢化率は軒並み４割を超えている。

建築費は高止まりしており、周辺戸建分譲では、総額を抑えるた
め、画地規模や床面積の縮小化が続いている。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸アパート等も見られるが、地域の賃貸市場において、駐車場確保の観点から３００㎡以下の画地での賃貸住宅
建設は非現実的であることから、比準価格のみの試算となった。取引事例比較法の適用に当たっては、価格牽連性の強い土
田地区内の５事例を採用した結果、説得力の高い比準価格を得られた。したがって、公示価格との均衡及び指定基準地との
検討も踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

土田地区では、周辺の大規模工場に勤める外国人労働者による宅地需要も一定数を占めているが、建築費の高騰や金利上昇
を受け、当該需要者層による需要の減退が懸念される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 30,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

30,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.1

+4.0

-1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

可児川駅北西
800m

可児川
800m

(8)

南4.5m市道

(都)１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,180)

特にない。 基準方位　北　　
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

244

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0 ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 250 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

30,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

31,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

106.2 ］

100.1［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

30,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+5.4

+16.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

123.5 ］

101.1［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 7月 7日 正常価格

令和 7年 7月 11日令和 7年 7月 1日

7,340,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 30,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

23,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、可児川駅や日本ライン今渡駅を中心に広がる住宅地域である。主な需要者は、市内在住者や勤務者であり、
市内在住の外国人労働者も含まれる。比較的需給は安定しているが、昨今の建築費高騰の影響により地元業者による建売分
譲は減少傾向にあり、大手パワービルダーによる建売分譲も面積を縮小して総額を押さえる等の対策を強いられている。中
心価格帯は土地総額７００～１，０００万円程度、新築戸建２，２００～２，５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



可児市下恵土字峠１５１４番１外

低層住宅地

比較的規模の大きな
一般住宅のほか農地
も点在する住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 140 30 55 低層住宅地

-

(都)１住居(60,160)

市内人口は近年微減傾向で推移しており、郊外丘陵地の開発時期
の古い住宅団地内の高齢化率は軒並み４割を超えている。

今渡南小学校区内の人気は高く、地元不動産業者等による小規模
分譲が引き続き行われている。

個別的要因に変動はない。

周辺にはアパート等も見られるが、大半は旧来からの地主による休耕地の有効活用を目的としたものであり、建物投資のみ
の元本回収を前提としており、投資採算性は総じて低い。実際の取引も個人による居住目的の需要が大部分を占め、不動産
の収益性が重視されることは極めて稀である。したがって、公示地や指定基準地との均衡に留意の上、収益価格を参考に留
め、比準価格をもって上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

可児駅西側の市道１１７号線の改良により、駅西側の住宅地域における交通アクセスが向上し、今後も地価は強含みで推移
するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 45,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

46,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.4

-2.6

-20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅北西
600m

新可児
600m

(8)

北4m市道

(都)１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない。 基準方位　北　　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

340

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0 ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

46,100 円／㎡

20,100 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

38,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.3％ ％

82.1 ］

100.2［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

46,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.2

-8.9

-17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

78.0 ］

101.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 7月 7日 正常価格

令和 7年 7月 11日令和 7年 7月 1日

15,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 46,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

37,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、下恵土、広見地区等を中心とする住宅地域であり、特に今渡南小学校区内の住宅地域との代替競争関係が強
い。子育て世代を中心とする住宅取得目的の個人が需要者の中心となる。今渡南小学校区の人気は高く、需要も底堅いが、
近年の建築費高騰の影響を受け、新築分譲価格は上昇傾向にあり、パワービルダーによる新築分譲であっても２，０００万
円台後半の物件が多くなっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



可児市皐ケ丘６丁目１０８番

戸建住宅地

大規模な戸建住宅団
地（桜ヶ丘ハイツ）

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 60 70 30 戸建住宅地

-

（都）１低専(50,80)
地区計画等

全市人口は直近１年で０．５％減。地域別でプラス・マイナスの
交錯、増減率の開きは目立つが、総じて下方スライドしながらの
動き。

皐ケ丘地区の人口は１０年間で１５％減、高齢化率は２４％から
４０％超に。空地は少なく、建替・画地後継の新陳代謝は機能し
ている。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、評価対象地が属する団地内で１年以内に生起した５事例によって試算し、比準精度の高い価格が得られ
たと判断する。収益還元法は非適用であるが、取得市場・賃貸市場における地価・賃料形成の実態から検証不足の懸念はな
い。以上により、取引事例比較法の試算結果について指定基準地及び地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもっ
て鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

２階建住宅を構成主体とする大規模団地の地域特性に異状はない。地価は底打ち感が出ているが、反転上昇の機運醸成には
期間を要するとみる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 35,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

35,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+18.2

-31.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅北
7.2km

多治見
7.2km

(8)

北6m市道

（都）１低専
(50,80)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

275

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 270  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

35,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

28,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

79.9 ］

99.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

35,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+18.3

-14.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

101.7 ］

101.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 26日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

9,710,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 35,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、木曽川左岸の可児市域及び多治見市北端エリアの団地群と判定する。需要の中心は２０代から４０代の３、
４人世帯であるが、シニア世代の建て替え、住み替えも散発している。昭和期の丘陵団地は子育て世帯への訴求力が低下し
ているが、需給関係に一定の代謝が働いているエリアの地価は底堅い。対象近隣地域及び周辺の中心価格帯は、土地７００
万～１０００万円、新築住宅付きが２２００万～２８００万円である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市長坂６丁目２１３番

戸建住宅地

中規模一般住宅の多
い住宅団地（長坂団
地）

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 15 70 55 戸建住宅地

-

（都）１低専(50,80)

全市人口は６年連続の減少で直近１年は０．５％減。昭和後期・
平成初期の団地群でマイナス幅が大きく、高齢化率は４０％超が
多い。

長坂地区の人口は１０年で１割減。高齢化率は３８％から４４％
に。市内団地で高齢化の進展が早くに始まり、上昇率は緩和傾向
にある。

取引事例比較法は、対象基準地が存する団地内の事例を５事例に絞り込み、地域実態を踏まえた検討・調整によって市場価
値の連続性がある価格の試算に努めた。収益還元法は適用していないが、当該地域におけるアパート経営の想定は地価形成
の傍流にもならないため、戸建市場に専念した評価過程の説得力は揺るがないと判断する。取引事例比較法の試算結果につ
いて指定基準地及び地価公示地との検討を踏まえたうえ、比準価格をもって鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

生活の完結性を備える大規模住宅団地の特性を保持するとみられる。長期下落の地価は底値を探るが、時代的な需給ギャッ
プは埋めがたく、価格の調整局面が続くと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 24,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

23,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+7.5

+17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

西可児駅南西
2.1km

西可児
2.1km

(8)

東6m市道

（都）１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

259

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

23,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

28,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.5％ ％

123.3 ］

99.7［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

23,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+8.4

+46.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

158.2 ］

101.1［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 26日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

6,090,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 23,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、木曽川左岸の可児市域と判定する。需要層の一部には愛知県犬山市の隣接団地との代替性も認められる。需
要の中心は２０代から４０代の子育て世帯。主力の新築住宅は農地転用等の平坦地分譲が中心で、昭和期の丘陵・高台団地
は需給ギャップが広がっている。対象近隣地域及び周辺の中心価格帯は、土地５００万～８００万円、新築住宅付きが２０
００万～２７００万円である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

8 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市中恵土字助太郎２３７１番２９６

低層住宅地

中規模一般住宅が増
えつつある住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 20 50 50 低層住宅地

-

（都）(60,200)

人口は微減、高齢化率は緩やかながら上昇。取引件数は増加傾向
にあり、取引価格は上昇、横這い、下落する地区が混在している。

未利用地に係る低層住宅を中心とした土地利用が漸増している。

個別的要因に変動はない。

周辺の住宅地域には賃貸物件も散見されるが、本件では近隣地域の地域的特性及び対象基準地の画地上の制約から評価手法
としての現実的妥当性が乏しいと判断した収益還元法は適用しなかった。自用目的の取引が中心的であり信頼性を有する取
引事例を収集できたことから市場性を反映した比準価格を妥当と判断して採用し、さらに分科会における議論及び広域的な
検討を踏まえて鑑定評価額を上記の如く決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

今後も未利用地に係る低層住宅を中心とした土地利用が漸増しつつ推移するものと予測。変化した需要者の生活様式や嗜好
を充足させる要因を具備した選好性の高い住宅地域であり地価は上昇傾向推移と予測。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 35,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

新可児駅北東
2.2km

新可児
2.2km

(8)

西5m道路

（都）
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　５
ｍ道路

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

265

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

36,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.1％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 25日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

9,540,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 36,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は可児市内新興住宅地域のうち価格的な牽連性を有する住宅地域である。主たる需要者は居住の利便性を特に重
視する個人のほか転入を希望する一次取得者層も含む。変化した需要者の生活様式や重視する嗜好を充足させる要因を具備
した住宅地域として高い選好性を維持しており需給は強含み継続、地価は上昇傾向推移と予測する。需要中心価格帯は土地
のみ総額１０００万円程度、標準的な新築戸建で３５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

9 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定評価エリアオフィス

荒山　徳統



可児市広見字森下２３１５番５外

低層住宅地

農地の中に一般住宅
のほか作業所も見ら
れる住宅地域

9

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 20 30 低層住宅地

-

（都）準工(60,200)

人口は微減、高齢化率は緩やかながら上昇。取引件数は増加傾向
にあり、取引価格は上昇、横這い、下落する地区が混在している。

未利用地に係る低層住宅を中心とした土地利用が漸増している。

個別的要因に変動はない。

周辺の住宅地域には賃貸物件も散見されるが、本件では近隣地域の地域的特性及び対象基準地の画地上の制約から評価手法
としての現実的妥当性が乏しいと判断した収益還元法は適用しなかった。自用目的の取引が中心的であり信頼性を有する取
引事例を収集できたことから市場性を反映した比準価格を妥当と判断して採用し、さらに指定基準地からの検討を踏まえて
鑑定評価額を上記の如く決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

今後も未利用地に係る低層住宅を中心とした土地利用が漸増しつつ推移するものと予測。市の中心市街地及び鉄道駅に程近
い高い居住利便性を具備した選好性の高い住宅地域であり地価は上昇傾向推移と予測。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 39,400円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

40,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.3

+0.9

0.0

0.0

+14.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅南東
1.3km

新可児
1.3km

(8)

北4m市道

（都）準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

170

( )

⑨法令上の規制等

2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

39,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

48,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.0％ ％

121.1 ］

100.4［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

39,600

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.2

-6.4

0.0

0.0

-6.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

35,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

90.8 ］

101.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 25日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

6,770,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 39,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

32,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は広見小学校校区内住宅地域を中心に市内の価格的な牽連性を有する住宅地域を含む圏域。主たる需要者は地縁
性を有する個人・法人のほか転入を希望する一次取得者層を含む。市の中心市街地に程近い居住利便性が良好な住宅地域で
あることから堅調な需要に支えられた需給は強含み状態にあり地価は上昇傾向を維持しつつ推移するものと予測する。需要
の中心となる価格帯は、土地は８００万円程度、標準的な新築戸建で総額３５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －

基準地番号 提出先

10 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定評価エリアオフィス

荒山　徳統



可児市今渡字大東１６１９番４４４外

低層店舗地

沿道型店舗が集まる
幹線街路沿いの商業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北170 190 130 60 低層店舗地

-

(都)近商(90,200)

市内幹線道路沿線では、一部に店舗撤退等の動きも見られるが、
比較的短期間での跡地への出店も見られ、総じて安定的に推移し
ている。

対象基準地の前面国道沿いにおいては、売物件成約後の既存店舗
や事業所の取壊し等が散見される。

個別的要因に変動はない。

周辺での土地利用は自用の店舗、事務所が中心であり、事業用賃貸市場の成熟の程度は低く、本件収益価格も低位に試算さ
れた。実際の土地取引においても、不動産自体の収益性が着目されるケースは少なく、市場で発生した取引価格や売物件価
格が重視されている。したがって、収益価格は参考に留め、公示価格との均衡に留意の上、市場実態を反映する比準価格を
もって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

国道２１号沿線においては、郊外型ロードサイド店舗が建ち並び安定的に推移しており、今後も地価は横ばい傾向で推移す
るものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 39,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

38,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 3

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.5

-1.5

+37.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+7.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

日本ライン今渡駅北東
1.2km

日本ライン今渡
1.2km

(8)

南東25m国道

(都)近商
(80,200)

（その他）　　　　
(90,200)

特にない。 ２５ｍ国道　　　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,082

( )

⑨法令上の規制等

不整形
2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

40.0 ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 1,000 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

39,000 円／㎡

17,100 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

53,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

126.3 ］

100［ ］ 98.0［ ］

107.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

-2.0形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 7月 7日 正常価格

令和 7年 7月 11日令和 7年 7月 1日

42,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 39,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

32,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、市内の幹線道路沿いの商業地域のほか既存商業地域や背後混在地域も含まれる。中心となる需要者は、地元
法人や全国展開する大手法人である。対象基準地の前面道路である国道２１号沿線は、全国展開をするロードサイド店舗を
中心に構成されており、店舗撤退等も見受けられず、安定的に推移している。事業用定期借地による店舗進出が一般的であ
り、稀に発生する沿線での土地取引は規模のバラツキもあり、中心価格帯の把握が困難な状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



可児市下恵土字野区路２９４２番３

低層店舗地

小売、飲食の低層店
舗が多く見られる準
幹線沿いの商業地域

1

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 80 80 30 低層店舗地

-

（都）２住居(60,200)

物価高、雇用面、ＤＸ対応など、路面店にかかる経営の負荷は増
大している。店舗入替、業態変更のサイクルも代謝サイクルが短
期化。

ロードサイドの特性に影響する店舗出退の動きは見当たらない。
商圏内中位の地域競争力を保持している。

個別的要因に変動はない。

取引事例比較法は、商圏で１年以内に生じた５事例で試算し、市場実態に即応した価格が得られたと判断する。収益価格は
比準価格の５０％に満たない試算結果となったが、商圏内の店舗・事務所は自己使用が多く、賃貸物件は旧来地主の供給が
多いため、土地の元本コスト、資産リスクに寛容な賃料形成の実情に留意を要する。したがって、収益価格は参考にとどめ、
比準価格について地価公示地・指定基準地との検討を踏まえ、上記のとおりに鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

個人消費直接の店舗を主体とするロードサイドの特性を維持すると見込む。未利用地・空地の介在は地域の趨勢判断で強弱
両面の要素になるが、地価は現状維持的な推移を予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 54,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

54,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

可児 3

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.9

-9.1

+3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+7.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅北西
1km

新可児
1km

(8)

南16m市道

（都）２住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

339

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

54,500 円／㎡

26,600 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

53,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0％ ％

91.8 ］

100［ ］ 100［ ］

107.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

54,200

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

可児（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.8

-7.3

-23.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

39,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

73.4 ］

100［ ］ 100［ ］

98.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 26日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

18,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 54,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

44,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、可児市の幹線沿いを中核エリアとして、美濃加茂市、多治見市など周縁市町の隣接地域及び幹線・準幹線沿
いに及ぶ圏域と判定する。需要の中心は平家・２階建ての店舗・事務所で、業者は小売・飲食・日用サービスが主体である。
新規出店は広域展開チェーンの割合が高く、個人・中小の地元勢は参入より退出が多い。敷地・建物など初期投資の規模は
個別性が強い。ロードサイドは借地が主流である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －5

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

前田不動産鑑定合同会社

前田　和彦



可児市姫ケ丘１丁目２６番外

工場地

中小工場が建ち並ぶ
工業団地（可児工業
団地）

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 50 100 400 工場地

-

（都）工専(60,200)

人口は微減、高齢化率は緩やかながら上昇。取引件数は増加傾向
にあり、取引価格は上昇、横這い、下落する地区が混在している。

地域要因に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

小規模工場倉庫等については賃貸物件も見受けられるが、大中規模工場等は自用目的の取引が大半で土地の取得を前提に収
益物件としての賃貸用建物を建設し賃借する場合は殆どなく需要者は市場性に基づく取引価格を重視する傾向がある。よっ
て本件では同一需給圏内の類似地域から収集選択した取引事例に基づく比準価格を妥当と判断してそのまま採用し、さらに
公示価格を規準とした価格からの検討を踏まえて上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

工場

大中規模の工場が建ち並ぶ熟成した工業団地であり現状を維持しつつ推移していくものと予測。市中心部及び主要幹線道路
網へのアクセスが良好な工業用地に対する需要は旺盛で需給は強含み継続と予測。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 30,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

31,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.9

+12.2

0.0

-1.0

-10.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新可児駅南西
3.4km

新可児
3.4km

(8)

東12m市道

（都）工専
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

可児工業団地内に所在 １２ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

6,702

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

60.0  ｍ、　奥行　約 110.0  ｍ、　規模 6,600  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

31,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

31,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6％ ％

98.1 ］

101.0［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 6月 25日 正常価格

令和 7年 7月 10日令和 7年 7月 1日

208,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 31,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は災害危険性が低くかつ車両交通利便性が良好な大中規模工場倉庫が立地可能な工業地域。主たる需要者は地縁
性を有する事業者、流通業務施設地、大中規模工場倉庫地を需要する法人である。全国的に見ても災害危険性が低く車両交
通利便性が良好な岐阜県内工業用地に対する需要は旺盛で既成新規を問わず需給は強含み継続と予測。需要中心価格帯の把
握は困難であるが土地坪当たり１０万円程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －9

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

不動産鑑定士氏名

不動産鑑定評価エリアオフィス

荒山　徳統



可児市柿田字馬乗洞６７５番５０外

物流施設用地

大中規模倉庫、工場
等が建ち並ぶＩＣに
近い工業団地

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北170 290 380 290 物流施設用地

-

(都)工専(60,200)
地区計画等

県内における工業地需要は、高速道路網の充実や内陸部であるこ
とによる災害リスク軽減の観点から好調が続いている。

可児御嵩インターチェンジ工業団地では、５区画のうちすでに４
区画において進出企業が決定している。

個別的要因に変動はない。

県内の高速道路沿線では自用の倉庫や工場が大部分を占め、適正な賃貸事例の収集が困難であるため、収益還元法を適用で
きなかった。進出を検討する物流企業は、複数の候補地において、交通アクセスや災害リスク等の比較検討の結果、物件選
定を行っているため、市場参加者の行動原理を反映する比準価格の説得力は高い。したがって、公示価格との検討を踏まえ
るとともに広域的な価格体系に留意の上、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

倉庫兼事務所
Ｓ４

東海環状自動車道は、本年８月に本巣～大野神戸ＩＣ間が開通し、高速道路交通網の更なる充実が図られるとともに、東回
り区間における４車線化工事も進捗しつつあり、今度も地価は強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 23,900円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

24,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

土岐 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.4

+13.6

-11.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

顔戸駅南
1.7km

顔戸
1.7km

(8)

北西9.5m市道

(都)工専
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

ＩＣ近くの流通工業団地 ９．５ｍ　市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

23,753

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

100.0 ｍ、　奥行　約 200.0  ｍ、　規模 20,000 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

24,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.5％ ％

102.5 ］

100.5［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 7 令和 7年 7月 14日　提出

宅地-1

0.0形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 7年 1月]

令和 7年 7月 7日 正常価格

令和 7年 7月 11日令和 7年 7月 1日

582,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 24,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、東海環状自動車道沿線を中心とする県内の工業地域である。県内工業地に対しては、地元企業のみならず全
国規模の大手企業による需要も強い。２０２４年の工場立地動向調査では立地件数全国３位、立地面積同６位と好調を維持
しており、今後も東海環状自動車道の整備進捗等により沿線工業地域に対する需要は堅調に推移するものと予測する。新規
供給の工業団地では高値での成約も見られ、価格のバラツキが大きく、中心価格帯の把握が難しい。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

可児（県） 2－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

可児（県） －9

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀


